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1出典：厚生労働省ＨＰ「公的介護保険制度の現状と今後の役割」
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出典：厚生労働省全国介護保険担当課長会議資料
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令和３年度における介護報酬改定の概要

○新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、「感染症や災害へ
の対応力強化」を図る改定が行われた。

○また、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据
えるものとして、「地域包括ケアシステムの推進」等を図る改定が行われた。

１．感染症や災害への対応力強化
２．地域包括ケアシステムの推進
３．自立支援・重度化防止の取組の推進
４．介護人材の確保・介護現場の革新
５．制度の安定性・持続可能性の確保

【改定率】 ＋０．７０％
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価０．０５％（令和３年９月末
までの間）

報酬改定
の柱



１．感染症や災害への対応力強化

■感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサー
ビスが安定的・継続的に提供される体制を構築

（１）日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進

・感染症対策の強化

・業務継続に向けた取組の強化

・災害への地域と連携した対応の強化

・通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細



２．地域包括ケアシステムの推進

■住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要な
サービスが切れ目なく提供されるよう取組を推進

（１）認知症への対応力向上に向けた取組の推進
・認知症専門ケア加算の訪問サービスへの拡充
・無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

（２）看取りへの対応の充実
・ガイドラインの取組推進 ・施設等における評価の充実

（３）医療と介護の連携の推進
・老健施設の医療ニーズへの対応強化 ・長期入院患者の介護医療院での受入れ推進

（４）在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能・対応強化
・訪問看護や訪問入浴の充実 ・緊急時の宿泊対応の充実
・個室ユニットの定員上限の明確化

（５）ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
・事務の効率化による逓減制の緩和 ・医療機関との情報連携強化
・介護予防支援の充実

（６）地域の特性に応じたサービスの確保
・過疎地域等への対応（地方分権提案） 6
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細



３．自立支援・重度化防止の取組の推進

■制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、科
学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進

（１）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
・計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
・リハビリテーションマネジメントの強化
・退院退所直後のリハの充実
・通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進
・通所介護における機能訓練や入浴介助の取組の強化
・介護保険施設や通所介護等における口腔衛生の管理や栄養マネジメントの強化

（２）介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
・CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進 →令和３年度からLIFEに統一
・ADL維持等加算の拡充

（３）寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
・施設での日中生活支援の評価
・褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細



４．介護人材の確保・介護現場の革新

■喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に
対応

（１）介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
・特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
・職員の離職防止・定着に資する取組の推進
・サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
・人員配置基準における両立支援への配慮
・ハラスメント対策の強化

（２）テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務
負担軽減の推進
・見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和
・会議や多職種連携におけるICTの活用
・特養の併設の場合の兼務等の緩和
・３ユニットの認知症GHの夜勤職員体制の緩和

（３）文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
・署名・押印の見直し ・電磁的記録による保存等
・運営規程の掲示の柔軟化 14
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細



５．制度の安定性・持続可能性の確保

■必要なサービスは確保しつつ、適正化・重点化を図る

（１）評価の適正化・重点化
・区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
・訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
・長期間利用の介護予防リハの評価の見直し
・居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
・介護療養型医療施設の基本報酬の見直し
・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止
・生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証

（２）報酬体系の簡素化
・月額報酬化（療養通所介護） ・加算の整理統合（リハ、口腔、栄養等）
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６．その他の項目

・介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
・高齢者虐待防止の推進・基準費用額（食費）の見直し
・基本報酬の見直し
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出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）全国介護保険担当課長会議資料

詳細



令和３年度岐阜県指定基準条例改正の概要
～国基準（省令）の改正を踏まえた改正～

※下線部はサービスごとに読み替え
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【共通事項】
ア 感染症や非常災害への対応力の強化 ※３年間の経過措置あり
・感染症や非常災害が発生した場合でも必要なサービスを継続的に提供でき
るよう、業務継続計画の策定並びに研修及び訓練の実施を義務付ける。

・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の
開催、指針の整備並びに研修及び訓練の実施を義務付ける。（施設サービ
スにおいては、委員会の開催・指針の整備・研修の実施について既に義務
付けられていることから、「訓練の実施」を新たに追加）

イ 高齢者虐待防止等の推進 ※３年間の経過措置あり
・高齢者虐待の防止等の更なる推進のため、虐待防止対策を検討する委員会
の開催、指針の整備、研修の実施及び虐待防止対策の担当者の設置を義務
付ける。

ウ ハラスメント対策の強化
・従業者の就業環境が害されることを防止するため、男女雇用機会均等法等
におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえた、適切なハラ
スメント対策の実施を義務付ける。



※以上は主なもの。
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【個別事項】
エ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け ※３年間の経過措置あり
［訪問サービス（訪問入浴介護を除く）・福祉用具貸与・福祉用具販売以外］
・介護に直接携わる職員のうち、医療 ・福祉関係の資格を有さない者につい
て、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義
務付ける。

オ 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し［施設・短期入所サービス］
・１ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態
を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね
10 人以下」から「原則としておおむね10 人以下とし、15 人を超えな
いもの」とする。

カ 人員配置基準の見直し［施設サービス］
・従来型とユニット型を併設する施設において、入所者の処遇に支障がない
場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。

・現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける。

キ 施設におけるリスクマネジメントの強化［施設サービス］
※６か月間の経過措置あり

・事故発生の防止のための安全対策の担当者を置くことを義務付ける。



新型コロナウイルス対応について
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○夏の感染リスクに十分な警戒を

現在（７月20日）、本県では、１０万人あたり新規感染者数（７日
間移動合計）、病床使用率ともにステージⅡ以下の水準を約１か月維持
できていますが、徐々に増加しています。
また、高齢者へのワクチン接種が進む一方で、４０～５０歳代の感染

割合が増加しています。

こうした中、いよいよ、人流が活発化する本格的な「夏」が到来しま
す。昨年度の第２波でも、夏休みとともに感染者が急増しました。

加えて、感染力が非常に強いデルタ株への置き換わりが世界規模で
進みつつあります。我が国でも、特に首都圏においてデルタ株が増加
し、第５波の到来との指摘もあります。また、依然、東京オリンピック
・パラリンピックを契機とした更なる人流拡大も懸念されます。

県内の高齢福祉サービス事業所等におかれては、感染拡大防止の
取組み徹底の継続をお願いします。
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１ 夏対策の実施
＜夏のリスク回避＞
○帰省については、これに伴う感染拡大を阻止するため、慎重に判断（特に感
染拡大地域からの帰省は自粛）

○親戚同士の集まりや同窓会など普段会わない人との会合・飲食の自粛
○感染拡大地域への旅行・レジャーは自粛、バーベキューは同居家族で

＜オリンピック（7/23～8/8）・パラリンピック対策（8/24～9/5）＞
○自宅や飲食店等での飲酒・飲食を伴う大人数のテレビ観戦の自粛

２ 基本的な感染防止対策の徹底の継続
引き続き、マスク、手指衛生、密回避、体調管理のほか、慎重な外出・移動、

飲食時の感染リスクの徹底回避など感染防止対策の徹底の継続
をお願いします。

３ 職員及び利用者からの感染持ち込みに対する水際対策の継続
施設に感染を持ち込まないため、すべての関係職員等、利用者に対する水際

対策の継続をお願いします。

４ ワクチン接種完了後の感染防止対策の継続徹底
ワクチンを接種した場合でも、決して油断せず、職員、利用者、施設での感

染防止対策の継続をお願いします。



ワクチン接種後の対応について

22

高齢者へのワクチン接種が優先的に進められておりますが、
接種後でも新型コロナウイルスに感染する場合はあります。

また、ワクチンを接種してから免疫がつくまでに１２日程
度かかり、免疫がついても発症予防効果は９５％程度と高い
ものの、決して１００％ではありません。

ワクチン接種後においても油断せず、「マスク着
用」「手洗い・消毒」「三密はもちろん一密でも徹
底回避」「体調不良のときは行動ストップ」といっ
た基本的な感染防止対策を徹底するほか、水際対策、
施設内研修等の継続をお願いします。



おわり
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